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特別支援教育における教職員の専門性の考え方の整理  

                    国立特別支援教育総合研究所 

 

教員には、すべての教員に求められる基盤となる専門性があり、それに加

えて個々が担当する職種・役割ごとの専門性がある。そしてそれらが組織や

地域の中で有機的に働いて、望ましい教育が実現される。 

ここではまず、本報告書第Ⅱ章「情報収集及び概念整理」にて収集した情

報や、インクルーシブ教育システムの構築に向けて必要となる研修要素等を

基に、学校関係者に求められる専門性について整理した。具体的には、 

（１）管理職 

（２）特別支援教育コーディネーター 

（３）特別支援学校や特別支援学級、通級による指導で障害のある子どもを

担当する教員、 

（４）通常の学級担任 

（５）特別支援教育支援員 

について、その職種・役割から考えられる専門性について整理した。 

そしてそこから「すべての教員に求められる基盤となる専門性（資質・能

力）とは何か」について検討した。 

 本章では、これらの専門性の検討結果について報告する。 

 

＜参考＞ 

中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（2012）より、

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進に係る専門性

の在り方について説明している箇所を以下に抜粋する。 
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○インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育

に関する一定の知識・技能を有していることが求められる。特に発達障害

に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある児童生徒の多くが

通常の学級に在籍していることから必須である。 

○すべての教員が多岐にわたる専門性を身に付けることは困難なことから、

必要に応じて、外部人材の活用も行い、学校全体としての専門性を確保し

ていくことが必要である。 

○学校全体としての専門性を確保していく上で、校長等の管理職のリーダー

シップは欠かせない。また、各学校を支援する、教育委員会の指導主事等

の役割も大きい。 

○（特別支援学校教員について）特に現職教員については、免許法認定講習

の受講促進等の取組を進めるとともに、その後も研修を通じた専門性の向

上を図ることが必要である。 

○特別支援学級や通級による指導の担当教員は、担当教員としての専門性を

早急に担保するとともに、その後も研修を通じた専門性の向上を図ること

が必要である。 

 

以下、職種・役割ごとの専門性についてまとめたもの。 
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通常の学級担任に求められる専門性 

通常の学級は、障害のある子どもを含む多様な教育的ニーズのある子ども

で構成されている。障害のあるなしにとどまらず一人一人の教育的なニーズ

に応じた教育を行うとともに、子どもが一人一人の違いを尊重し相互に理解

し合いながら学ぶことを通して、様々な人々が生き生きと活躍できる共生社

会の形成の基礎となる資質を培う場の一つとして位置付けることができる。 

  インクルーシブ教育システムの構築のために通常の学級の教員には、障害

を含む多様な教育的ニーズのある子どもを理解し、教育環境を整備し、学級

づくり、授業づくり、生徒指導などに取組むことが必要である。 

そのためには、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する

教員と連携しつつ、特別支援教育の知見と教育的資源を活用していくことが

必要であろう。 

 以下に、通常の学級の教員の専門性に関連する通知・報告・資料等の概要を

整理した。 

１．特別支援教育の推進について（通知）（2007） 

この通知では、「特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけで

なく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児

童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。さらに、特別

支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社

会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重

要な意味を持っている。」とし、「特別支援教育の推進のためには、教員の特

別支援教育に関する専門性の向上が不可欠である。」としている。 

２．特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議審議経過報告（2010） 

この報告では、小・中学校の特別支援教育の現状と課題について、校内体
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制整備に言及し、「発達障害を含む障害のある児童生徒に対して適切な教育を

行うため、各小・中学校等において特別支援教育に関する校内委員会の設置、

実態把握の実施、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の指導計画や

個別の教育支援計画の作成・活用、巡回相談や専門家チームの活用、特別支

援教育に関する教員研修の実施等の校内体制の整備が必要である。」と述べて

いる。また「障害のある児童生徒一人一人に対する支援の「質」を一層充実

するためには、校長のリーダーシップの下、校内委員会の実質的機能発揮の

ための全校的体制の構築、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成・活

用、教員配置の検討や教員の専門性の向上などに取り組むことが必要である。」

とし、校内体制整備とともに教員の専門性と個別の指導計画、個別の教育支

援計画の作成・活用の必要性について提言している。さらに、「保護者からの

相談への対応や早期からの連携」について、「各学校及び全ての教員は、保護

者からの障害に関する相談などに真摯に対応し、その意見や事情を十分に聴

いた上で、当該幼児児童生徒への対応を行うこと。」と述べている。 

３．共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別

支援教育の推進（報告）（2012） 

この報告では、改正された障害者基本法（2011）の趣旨を受けて、「障害の

ある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に学ぶことができるように配

慮する観点から、交流及び共同学習を一層推進していくことが重要である。」

とし、「特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共

同学習については、双方の学校における教育課程に位置付けたり、年間指導

計画を作成したりするなど交流及び共同学習の更なる計画的・組織的な推進

が必要である。」としている。これらに関連して、「インクルーシブ教育シス 

テム構築のためには、特に、小・中学校における教育内容・方法を改善して

いく必要がある。教育内容の改善としては、障害者理解を進めるための交流
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及び共同学習の充実を図っていくことや通常の学級で学ぶ障害のある児童生

徒一人一人に応じた指導・評価の在り方について検討する必要がある。また、

教育方法の改善としては、障害のある児童生徒も障害のない児童生徒も、さ

らには、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活

上の困難のある児童生徒にも、効果的な指導の在り方を検討していく必要が

ある。」としている。 

 さらに、インクルーシブ教育システム構築のための教員の専門性の確保につ

いて、すべての教員が身に付けるべき基礎的な知識・技能として「すべての

教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求めら

れる。特に発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある

児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから必須である。これにつ

いては、教員養成段階で身に付けることが適当であるが、現職教員について

は、研修の受講等により基礎的な知識・技能の向上を図る必要がある。」とし

ている。また、「「合理的配慮」については、特別支援教育に関わる教員の専

門性として位置付けていくことが必要である。まず、これを特別支援教育に

関わる教員が正しく認識して取り組むとともに、すべての教員が認識するこ

とが重要である。」としている。 

これらの通知や報告は、インクルーシブ教育システム構築のための小・中

学校における特別支援教育の充実を求めるものとして整理できる。また、特

別支援教育を担当する教員に留まらず通常の学級の教員を含めたすべて教員

に求められる専門性として整理できる。そこで、通常の学級の教員の基本的

な資質・能力として、これまでの教育に必要とされた事項に加え、インクル

ーシブ教育システムの構築のために必要とされる資質・能力を含め専門性と

して整理することとした。 
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４．通常の学級の教員に求められる資質・能力の考え方 

ここでは、インクルーシブ教育システム構築のための通常の学級の教員に

求められる資質・能力を「管理職の資質・能力」、「特別支援教育コーディネ

ーターや通級指導教室・特別支援学級担当の資質・能力」、「通常の学級の教

員としての基本的な資質・能力」の中に位置付けて、学校の組織・機能の中

で整理することとした。（図１） 

「インクルーシブ教育システムにおける通常の学級の教員の資質・能力」は、

これまでの「通常の学級の教員としての基本的な資質・能力」に加え、校内

体制などの組織や校内リソースの活用など連携・協働をするための力や、障

害のある子どもを含む多様な子どもが在籍している学級での学級づくりや授

業づくりなどが求められると考えられる。 
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５．通常の学級の教員としての基本的な資質・能力 

通常の学級の教員としての基本的な資質・能力について検討し、以下の５

つのカテゴリーとキーワードに整理した。（表１） 

６．通常の学級における教員の役割や教育活動 

 ５．で整理した「通常の学級の教員としての基本的な資質・能力」を基礎と

して、インクルーシブ教育システム構築のために、通常の学級の教員にどの

ような役割や教育活動を加える必要があるのかを検討した。 

① 通級による指導を受けている子どもに対する役割 

通常の学級には、通級による指導を受けている子どもがいる。 

通常の学級の教員には、こうした子どもたちの通常の学級における学習や

生活について支援することが求められる。また、通級による指導の担当教員

と密接な連携を行うことによって、それぞれの指導の場における子どもの状

況を共有したり、必要な支援について共通理解したりすることが必要とされ

る。また、通常の学級の子どもたちに対しては、通級による指導や通級指導

教室について適切に説明することも必要となる。 

② 交流及び共同学習における役割 

障害者基本法の趣旨を受けて、小学校学習指導要領や中学校学習指導要領
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（2008）には、「学校がその目的を達成するために－中略－障害のある幼児児

童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること」が

記述されている。交流及び共同学習は、今後とも、インクルーシブ教育シス

テムの構築のために、一層推進していくことが求められ、通常の学級の教員

は、関係する教員との連携の下、交流及び共同学習の教育内容・方法を改善

していく必要がある。 

③ 領域・教科において障害理解を促進する役割 

通常の学級では、領域・教科、総合的な学習の時間での学習などを通して、

障害理解を深めていくことが必要である。 

例えば、国語の教科書では、障害や障害のある人を題材とした教材を掲載

しているものがある。また、これらの教材に関連させて総合的な学習の時間

で障害理解を主題とする授業を行う例もある。 

東京都教職員研修センター(2008)では、「通常の学級における障害者理解の

ための学習に関する指導の在り方」の研究を行い「障害者理解のための学習

に関する教員研修資料集」 

を公表している。また、通常の学級において障害理解を促す授業については、

久保山(2009)、桑田(2009)の研究など様々な取組が行われている。 

④ どの子どもにも分かりやすい授業や過ごしやすい学級づくり 

障害のある子どもを含む多様な教育的ニーズのある子どもが学ぶ通常の学

級では、一人一人の個別的な教育的ニーズに応じた教育を行うとともに、こ

うした子どもたちを含む学級のすべての子どもたちにとって分かりやすく学

びやすい授業づくりや学級づくりが必要である。 

国立特別支援教育総合研究所（2010）は「学級サポートプラン」を作成し、

通常の学級において分かりやすい授業づくりを提案している。また、涌井

(2011)は、子どもたちの学力、社会性、仲間関係の改善や向上に効果がある
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と指摘されている「協同学習（cooperativelearning）」による授業づくりや

集団づくり、一人一人の学び方の違いに対応し、誰もが学びやすく、分かり

やすいというユニバーサルデザインな授業を提案している。 
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